
 

 

在留邦人の皆様へ 

鳥インフルエンザの流行状況について 

 

平成２２年１１月２５日 

在カンボジア日本国大使館 

 

１．最近の流行状況 

２００３年１１月以来、アジア、欧州、中東、アフリカなどの広い地域において高病原性鳥イン

フルエンザ（Ｈ５Ｎ１型)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリからトリへの感染や

トリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。最近の感染状況は以下のとおり

です。 

 

（１）ヒトへのＨ５Ｎ１型鳥インフルエンザ感染状況 

２０１０年３月８日以降、世界保健機関（ＷＨＯ）は、エジプト（カルユービーヤ県，カフルエ

ルシェイク県，ダミエッタ県，ベニスエフ県，ファイユーム県、カイロ県）において８人が感染（６

人死亡）、インドネシア（東ジャワ州，リアウ州，ジャカルタ特別州，中部ジャワ州，バンテン州，

西ジャワ州）において７人が感染（６人死亡）、ベトナム（ハノイ，ビンズォン省、バックカン省）

において４人が感染（１人死亡）、中国（湖北省）において１人が感染（１人死亡）、カンボジア

（プレイベーン県）において１人が感染（１人死亡）、香港において１人が感染したことが確認さ

れた旨発表しました。 

 ２００３年以降、ヒトへの感染が確認されている国は以下のとおりです（１１月１９日現在）。 

 インドネシア   感染者数 170 人（うち、141 人死亡） 

 ベトナム     感染者数 119 人（うち、 59 人死亡） 

 エジプト     感染者数 112 人（うち、 36 人死亡） 

 中国       感染者数  40 人（うち、 26 人死亡） 

タイ       感染者数  25 人（うち、 17 人死亡） 

 カンボジア    感染者数  10 人（うち、  8 人死亡） 

 アゼルバイジャン 感染者数  8 人（うち、  5 人死亡） 

 トルコ      感染者数  12 人（うち、  4 人死亡） 

 イラク      感染者数  3 人（うち、  2 人死亡） 

 ラオス      感染者数  2 人（うち、  2 人死亡） 

 パキスタン    感染者数  3 人（うち、  1 人死亡） 

 ナイジェリア   感染者数  1 人（うち、  1 人死亡） 

 バングラデシュ  感染者数  1 人（うち、  0 人死亡） 

 ミャンマー    感染者数  1 人（うち、  0 人死亡） 

 ジブチ      感染者数  1 人（うち、  0 人死亡） 

 計１５か国        感染者数 508 人（うち、 302 人死亡） 

 

（２）トリへのＨ５Ｎ１型鳥インフルエンザ感染状況 

国際獣疫事務局（ＯＩＥ）は、２０１０年３月８日以降、バングラデシュ，ブータン，ブルガリ

ア，カンボジア，中国，香港，インド，イスラエル，ネパール，ルーマニア，ロシア，ベトナムに

おいて、トリへのＨ５Ｎ１型鳥インフルエンザの感染が確認された旨発表しました。また、我が国

環境省は、２０１０年１０月２６日、北海道において野鳥からＨ５Ｎ１型鳥インフルエンザウイル

スが検出された旨発表しています。 



 

 

現在までに、Ｈ５Ｎ１型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域（６３か国・地域）

は以下のとおりです。 

 

 アジア（１７)：ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾌﾞｰﾀﾝ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾀｲ、韓国､中国、香港、日本、 

        ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾗｵｽ 

 欧州（２６）：ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｲﾀﾘｱ、ｳｸﾗｲﾅ、英国、ｵｰｽﾄﾘｱ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、 

        ｷﾞﾘｼｬ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｸﾛｱﾁｱ、ｽｲｽ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ｽﾍﾟｲﾝ、ｽﾛﾍﾞﾆｱ、ｽﾛﾊﾞｷｱ、 

        ｾﾙﾋﾞｱ、ﾁｪｺ、ﾃﾞﾝﾏｰｸ、ﾄﾞｲﾂ、ﾊﾝｶﾞﾘｰ、ﾌﾗﾝｽ、ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ、 

        ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾙｰﾏﾆｱ、ﾛｼｱ 

 中東（９）：ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｲｽﾗｴﾙ、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ自治区、ｲﾗｸ、ｲﾗﾝ、ｸｳｪｰﾄ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ﾄﾙｺ、ﾖﾙﾀﾞﾝ 

 アフリカ（１１）：ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｶﾞｰﾅ、ｶﾒﾙｰﾝ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｼﾞﾌﾞﾁ、ｽｰﾀﾞﾝ、ﾄｰｺﾞ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、 

ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾍﾞﾅﾝ 

 

 

２．感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例（結果的にはＨ５

Ｎ１型ウイルスに感染していなかった。）も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・

地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰

国時に高熱、咳症状がみられる場合には、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様

の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせくださ

い。 

その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関する

Ｑ＆Ａ」（http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html）をご参照下さい。 

 

 

３．各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホ

ームページを御参照ください。 

在インドネシア日本国大使館：http://www.id.emb-japan.go.jp/osh_bflu_idjky.html 

在ベトナム日本国大使館：http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html 

在エジプト日本国大使館：http://www.eg.emb-japan.go.jp/j/consulate/birdflu/index.htm 

在中国日本国大使館：http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/birdflu_top_j.htm 

 

（鳥インフルエンザに関する問い合わせ先） 

 ○外務省領事局政策課 

  電話：（代表）０３ー３５８０ー３３１１（内線）２８５０ 

 ○外務省領事サービスセンター（海外安全担当） 

  電話：（代表）０３ー３５８０ー３３１１（内線）２９０２ 

 ○外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp 

                http://www.anzen.mofa.go.jp/i/（携帯版） 

  ○鳥インフルエンザに関する情報（厚生労働省） 

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html 

 ○新型インフルエンザ対策関連情報（厚生労働省） 

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html 

  ○海外渡航者のための感染症情報（厚生労働省検疫所）http://www.forth.go.jp 

  ○高病原性鳥インフルエンザ（国立感染症研究所感染症情報センター） 

  http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html 
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  ○鳥インフルエンザに関する情報（農林水産省） 

    http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/ 

  ○Avian influenza（世界保健機関（WHO)） 

    http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ 

 ○国際獣疫事務局（OIE） 

  http://www.oie.int/eng/en_index.htm 

 

 

 

在カンボジア日本国大使館 領事班 

電話：０２３－２１７１６１～１６４ 

電話交換業務時間：平日午前８時～正午、午後２時～午後５時４５分 

領事窓口対応時間：平日午前８時～正午、午後２時～午後４時３０分 

緊急連絡先（平日時間外）：０１６－８３５４０４、８３５４０７、８３５４１９ 

緊急連絡先（週末休館日）：０１２－８３５４３０ 

大使館ホームページ：http://www.kh.emb-japan.go.jp 

Ｅメール宛先：consular.jpn@pp.mofa.go.jp 

 

【お願い：在留届の内容に変更がある場合や帰国の場合には、必ず当館にご連絡下さい。】 
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